
2-1 道路の中期計画における渋滞対策の位置付け

混雑発生箇所
（混雑発生頻度10％以上）

混雑多発箇所
（混雑発生頻度50％以上）

※2

参考資料２



VICSリンク1～4のうち最も大きい発生時間で評価
混雑発生時間の割合が50％を超過した場合、混雑多発箇所

①混雑発生時間算定の利用データ

②判定基準の設定

③混雑発生頻度の評価

■VICS情報による混雑程度の評価

【基本的な考え方】
道路混雑状況は、場所により相違

・北海道など → 冬
・沖縄など → 夏
・行楽地 → 秋（紅葉）、春（GW）

【データ期間】

出典） 混雑多発箇所の抽出方法 ～中期計画（素案）での抽出～ 平成20年10月24日
国土交通省道路局 企画課道路経済調査室

①混雑発生時間算定の利用データ

②判定基準の設定

【判定基準】
朝夕のラッシュ時等※2において、混雑※1発生時間帯が
50 ％以上※3を占める箇所

【解説】
※1：平均速度「20km/h以下」の状態が生じている箇所が、
※2：平日7時～10時（3時間）等のうち、※3：90分以上、
※2：もしくは、休日7～19時（12時間）のうち、※360分以上

例．混雑多発箇所の判定基準

③混雑発生頻度の評価
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◆5日間計：混雑発生時間 470分

◆5日間計：混雑発生時間 230分
◆5日間計：混雑発生時間 480分（平均＝480分/5日＝96分）

◆5日間計：混雑発生時間 215分

：VICSで渋滞か混雑
（20km/h以下）となる時間

•混雑発生時間の割合50%以上（＝53%＝480分
／900分（＝96分／180分））→ 混雑多発箇所

2-2 ＶＩＣＳデータの概要（混雑発生頻度）


